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個人ばく露測定によらない騒音ばく露レベルの推計について(案) 

 

１ 前提条件 

 ・壁等による音響反射を無視できる屋外作業場であること。 

 ・主たる騒音発生源が１つであること。ただし、ごく近傍に騒音レベルに影響

すると考えられる他の騒音発生源がある場合は、所定の計算により加算す

る。 

 

２ 騒音発生源からの距離に応じた騒音レベルの推計方法 

（１）音響パワーレベル（PWL）と騒音発生源からの距離による推計騒音レベル 

音響パワーレベル 95 dB 99 dB 106 dB 120 dB 

騒音発生源の例 手持ちブレーカ チェーンソー コンクリートカ

ッタ 

油圧ブレーカ 

0.5m 93 dB 97 dB  -  - 

1m 87 dB 91 dB  98 dB  - 

2m 81 dB 85 dB  92 dB  - 

3m 77 dB 81 dB  88 dB 102 dB 

4m 75 dB 79 dB  86 dB 100 dB 

5m 73 dB 77 dB 84 dB  98 dB 

10m 67 dB 71 dB 78 dB 92 dB 

15m 63 dB 67 dB 74 dB  88 dB 

20m 61 dB 65 dB 72 dB  86 dB 

注）壁等による音響反射を無視できる屋外作業場に限る（地面からの反射のみと仮定する）。 

１mの距離における騒音レベルは音響パワーレベルより 8dB 低く、距離が２倍になるごとに騒音レベルは 

6dB 減少する。 

網掛けは、連続的に騒音が発生すると仮定した場合に等価騒音レベルが 85dB 以上となる範囲 

 

（２）音響パワーレベルを活用した推計騒音レベル 85dB 以上となる距離の目安 

騒音発生源の音響パワーレベル(PWL)に対する推計騒音レベル 85dB となる距離 

PWL   91dB 93 dB 99 dB 103 dB 107 dB 113 dB 117 dB 119 dB 123 dB 127 dB 

距離 0.5m 1m 2m 3m 5m 10m 15m 20m 30m 50m 

注）壁等による音響反射を無視できる屋外作業場に限る 

 

（３）複数の騒音発生源が近傍にある場合の加算方法 

 複数の騒音発生源が近傍にある場合は、下表により所定の加算（音響パワーレ

ベルの差が 10dB 未満の場合、騒音発生源ごとに 1～3dB）をする。 

値の差(dB) 0～1 2～4 5～9 10=< 

加算する値 +3 +2 +1 0 

 



敷地境界での騒音レベルが判明している場合

BH

敷地境界で73dB

(重機から20m)

作業者の行動範囲

(85dB未満)

敷地境界

重機から5mの範囲(85dB)

操作者以外は立入禁止

85dB以上となる区域に他の作

業者が立ち入らない場合は、

操作者のばく露を考慮すれば

足りる。



敷地境界での騒音レベルが判明している場合
（バックホウなどの特定機械作業者が近づく例）

BH

敷地境界で79dB
重機から20mの範囲

(79dB)

敷地境界

重機から10mの範囲

(85dB)

敷地境界データから、85dB以

上となる区域を推計する。そ

の内部で行う作業については、

騒音作業に該当する。



機械工具等の音響パワーレベルに基づく推計
（コンクリートカッタなどの仕様表示の活用例）

CC

敷地境界

機械から5mの範囲

(85dB)

PWL 

107dB

工具等の音響パワーレベル

PWLから85dB以上となる区域

を推計する。



機械工具等の音響パワーレベルに基づく推計
（複数工具等の仕様表示活用例）

CC

機械から5mの範囲

(85dB)

PWL 

107dB

工具等の音響パワーレベル

PWLから85dB以上となる区域

を推計し、その範囲を騒音作

業とする

機械から1mの範囲

(85dB)

PWL 93dB

機械から2mの範囲

(85dB)

PWL 99dB

IRCB

十分な距離があれば、２つの

騒音発生源からの騒音レベル

の加算は不要


